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提出課： 総務課

議案番号

68

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

 ２．概要

３．施行期日

平成２６年１０月１日

伯耆町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の制定について

　国家公務員退職手当法の改正により、勧奨制度が廃止され、早期退職者募集制度
が導入された。これに伴い、本町でも現行の勧奨制度を廃止し、組織の活性化及び
効率的な行政運営の確保に向けて、４５歳以上（定年６０歳）の職員を対象に、透
明性の確保された早期退職募集制度を導入する。

応　募

認　定

○町長等は応募者に対し原則認定

※公務運営上必要な人材の場合などには認定をしないことがある。

通　知

○町長等は、応募者に認定通知書または不認定通知書を交付

退　職

○町長等が指定した日（退職すべき日）に退職

➟退職手当の支給（退職手当組合）

※勤続年数20年以上かつ年齢45歳以上の「早期退職者制度応募認
定者」について、45歳～58歳については退職までの残年数×３％、
59歳については残年数×２％を割増された退職手当の支給

早期退職希望者の募集

○町長等が募集対象者全員に募集実施要項（※）等を
　 周知して募集を開始

○応募や応募の取り下げは職員の自発的な意思に委ねら
   れる もので、町長等はこれらを強制してはならない。

※　（１）年齢、勤続年数その他募集の対象範囲を特定する事項
　 　（２）募集の期間（募集の受付期間）
　　 （３）募集する人数
 　　（４）退職すべき期日又は期間　　などを記載したもの



提出課　： 福祉課

議案番号

69

（提案理由及び概要）

 １．制定理由　　

 ２．条例の趣旨等

３．条例の概要

４．施行期日

５．その他参考 施設・事業 認可の権限
認定こども園
幼稚園
保育所
家庭的保育

地域型保育事業 小規模保育
（＝家庭的保育事業等） 居宅訪問型保育

事業所内保育

　子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24
年法律第67号）の施行の日から施行する。

※参酌する基準：自治体が、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許されるもの

　改正後の児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき、伯耆町の家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準を定めるもので、乳幼児が適切な環境において、訓練を受けた
職員から保育の提供を受けることにより、心身とも健やかに育成されることを目指すもので、
家庭的保育事業者は、この基準を、遵守する必要がある。

　・通則　・小規模保育事業A型　・小規模保育事業B型　・小規模保育事業C型

○居宅訪問型保育事業（居宅訪問型保育事業の対象、設備、職員、保育の内容等について
規定）

○事業所内保育事業（事業所内保育事業の利用定員、設備、職員、保育内容等について
規定）

※従うべき基準：条例の内容を直接拘束する必ず適合しなければならない基準であり、異な
る内容を定めることはゆるされないもの

（各類型及び事
項別の詳細は次
項から記載）

教育・保育施設 鳥取県

伯耆町
（条例制定）

伯耆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

　子ども・子育て関連３法成立による改正後の児童福祉法では、家庭的保育事業等（家庭的
保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）は市町村の認可
事業とされ、国が省令で定める基準を踏まえて設備及び運営に関する基準を、市町村が条
例により定めることとされたため本条例を制定するものである。（児童福祉法第34条の16第１
項）

　この基準を定めるにあたっては、家庭的保育事業等の４つの類型ごとに国が示した「従うべ
き基準」及び「参酌する基準」を踏まえることとされており、本町は国が定めた基準のとおり定
める。

○総則（各家庭的保育事業等に共通の事項について規定）

○家庭的保育事業（家庭的保育事業の設備、職員、保育の内容等について規定）

○小規模保育事業（小規模保育事業の区分、A～C型の設備、職員、保育内容等について
規定）



提出課：福祉課

議案番号

70

（提案理由及び概要）

 １．制定理由　　

 ２．条例の趣旨等

３．条例の概要

　・利用定員に関する基準　・運営に関する基準　・特例施設型給付費に関する基準

４．施行期日

５．その他参考 施設・事業 認可の権限 確認の権限

認定こども園

幼稚園

保育所

家庭的保育

小規模保育

居宅訪問型保育

事業所内保育

教育・保育施設（施設
型給付）

鳥取県

　子ども・子育て支援法では、市町村が、子ども・子育て支援法及び内閣府令で定められた
基準を踏まえて、その人員、設備、運営等に関する基準を、条例で定めなければならないこ
ととされているため、本条例を制定するものである。（子ども・子育て支援法第34条第２項及び
46条第２項）

※従うべき基準：条例の内容を直接拘束する必ず適合しなければならない基準であり、異な
る内容を定めることは許されないもの

※参酌する基準：自治体が、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許されるもの

（事項別の詳細
は次項から記載）

　この基準を定めるにあたっては、内閣府令で国が示した「従うべき基準」及び「参酌する基
準」を踏まえることとされており、本町は国が定めた基準のとおり定める。

○総則（趣旨、用語の定義、事業者の一般原則を規定）

伯耆町

伯耆町
（条例制定）

伯耆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の
制定について

子ども・子育て支援法施行の日から施行する。

　特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法第34条第３項及び特定地域型保育事業
に係る法第46条第３項の規定に基づき、内閣府令で定める基準を踏まえて、施設の人員、
設備及び運営に関する基準を定めるものである。

○特定・教育保育施設の運営に関する基準

○特定地域型保育事業者の運営に関する基準

　・利用定員に関する基準　・運営に関する基準　・特例地域型保育給付費に関する基準

地域型保育事業（地
域型保育給付）

　子ども・子育て新制度においては、事業者が「施設型給付」又は「地域型保育給付」の支給
対象となるためには、教育・保育施設又は地域型保育事業の認可とあわせ、市町村から施
設及び事業の類型に即して給付対象となるかどうかの確認を受けることが必要となっている。
（この確認を受けた施設を「特定教育・保育施設」又は「特定地域型保育事業者」という。）



提出課： 福祉課

議案番号

71

（提案理由及び概要）

 １．制定理由　　

 ２．条例の趣旨等

３．条例の概要

４．施行期日

○設備の基準

○開所時間及び日数等（休業日及び休業日以外の日の開所時間及び年間開所日数の基準
を規定

　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準については、国が省令により示し
た「従うべき基準」及び「参酌する基準」を踏まえて定めることとされている（同条第２項）。本町
は国の基準のとおり定める。

※従うべき基準：条例の内容を直接拘束する必ず適合しなければならない基準であり、異なる
内容を定めることは許されないもの

※参酌する基準：自治体が、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許されるもの

（事項別の詳細
は次項から記載）

　子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24年
法律第67号）の施行の日から施行する。

伯耆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい
て

　子ども・子育て関連３法の成立による、改正後の児童福祉法により、放課後児童健全育成事
業の設備及び運営の基準について、市町村が条例で定めなければならないこととされたこと
から、本条例を制定するものである。（児童福祉法第34条の８の２第１項）

○職員（職員の配置基準、資格等を規定）

○総則（趣旨、用語の定義等を規定）

○放課後児童健全育成事業の一般原則



提出課： 総務課

議案番号

72

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

 ２．概要 当該条例の別表中、日光保育所を削除するもの

 ３．施行期日 公布の日から

提出課： 住民課

議案番号

73

（提案理由及び概要）

１．理由

２．概要

 ３.施行期日 　　　公布の日から

伯耆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ
いて

日光保育所の閉鎖に伴い、所要の改正を行うもの。

伯耆町税条例の一部を改正する条例の一部改正について

　　軽自動車税について、地方税法の改正に伴い、税率の改正を行った車種との均衡
を図るため、町が区分を設けて税率を定めている小型特殊自動車と雪上車の税率につ
いて改正を行う。

≪軽自動車税の見直し≫
　 ○軽自動車で専ら雪上を走行するもの、小型特殊自動車で農作業用のものは1.5倍
小型特殊自動車でその他のものは、 約1.25倍に引上げる。
   （例）軽自動車で専ら雪上を走行するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,400円（現行）→　3,600円（改正後）
　   　　小型特殊自動車で農作業用のもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,600円（現行）→  2,400円（改正後）
         小型特殊自動車でその他のもの
　                                  　　  4,700円（現行）→  5,900円（改正後）



提出課： 健康対策課

議案番号

74

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

①「母子及び寡婦福祉法」が改正され、平成26年10月から、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

が施行されることに伴い、法令名及び関係条文を改正する。

②「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」が改正さ

れ、平成26年10月から、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」が施行されることに伴い、法令名を改正

する。

 ２．概要

①引用する根拠法令名を「母子及び寡婦福祉法」から「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改め

ると同時に、引用する条項の移動等が生じるため、当該条項を改める。

②引用する根拠法令名を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律」から「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。

 ３．施行期日 平成２６年１０月１日

提出課： 福祉課

議案番号

75

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

 ２．概要

 ３．施行期日 平成２６年１０月１日

伯耆町医療費助成条例及び伯耆町特別医療費助成条例の一部改正について

伯耆町福祉事務所設置条例の一部改正について

　母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）が一部改正され、平成２６年１０月１日から
施行されることに伴い、伯耆町福祉事務所設置条例の一部を改正する。

　第3条の所管事務を定める根拠法の内、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡
婦福祉法」に改める。



提出課： 地域整備課

議案番号

76

（提案理由及び概要）

 １．理由　　 　平成26年8月12日、伯耆町溝口地内において、町道溝口中央線の側溝に掛けてあ

　　　　　　　 るグレーチングを車両が巻き込み、当該車両の一部が破損した事故について、損害賠

償の額を専決処分により定めたもの。

 ２．専決処分の内容　　

　　　　　　（１）損害賠償の相手方　　　　伯耆町在住個人

　　　　　　（２）損害賠償額　　　１８１，１０９円

　　　　　　　　　　（内訳）　相手方の自動車の修繕に係る賠償の金額（町の過失割合：６割）

　　　　（３）専決処分日　　　平成26年8月27日

損害賠償の額を定める専決処分について


